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速度取締り指針

   

区　　　域 時間帯 路　　　線

青葉区西部・北部
  国道４８号、県道仙台村田線、

 　8:00～10:00
 県道仙台北環状線、県道定義仙

  

14:00～18:00

台線、市道鶴ケ谷中山線など

青葉区上杉・錦ケ丘地区
 市道錦ケ丘環状線など

  ・　昨年死亡事故が多発した青葉区西部地区及び走行速度が速い北部地区での取締り
　　を実施します。 
  ・　児童数が多く取締要望がある上杉・錦ケ丘地区の通学路において、児童などを守

 　　るため移動式オービス等による取締りを実施します。
  　　

 
仙台北警察署の速度取締り重点

【件】

【件】

 
過去３年間の人身交通事故の特徴 

【場所別・事故類型別発生状況】 【路線別人身事故発生状況(多発路線抜粋)】 
  
  
  
  
  
  
  
  

○　交差点・交差点付近の事故が多い（約５４％） ○　国道４８号、県道仙台泉線及び県道仙台村田線とい

○　追突事故の割合が多い（約３２％） 　った主要国道・県道、市道での発生が多い。

【主な人身事故の原因】 【時間別人身事故発生状況】　　 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

○　漫然運転が原因（安全不確認・前方不注視等)の ○　通勤・通学時間帯(8時～10時・16時～18時) 
　事故が大半を占める。（約８０％） 　での発生が多い。

【時】

【件】

 
管内における交通事故実態など

★　 上記以外の場所、時間帯等でも取締りを実施します　 ★

    
  ○　通学路や生活道路では、歩行者の安全確保のため通行禁止違反のほか、重大事故に

 　　直結する交差点関連違反（横断歩行者妨害、一時不停止等）の取締りも実施します。
   ○　運転者へ緊張感を与えるため、携帯電話使用等違反の取締りを実施します。

　○　自転車に対する反則通告制度適用開始を踏まえ、信号無視などの悪質・危険違反自
　　転車に対する交通指導・取締りを実施します。

速度違反以外の取締りや警戒活動


